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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、前記半導体基板の表面に第１方向に長く形成され、互いに異なる極性を
有する第１電極と第２電極をそれぞれ備える複数の太陽電池と、
　前記複数の太陽電池のそれぞれに備えられた前記半導体基板の表面に前記第１方向と交
差する第２方向に長く配置され、前記第１電極または前記第２電極に導電性接着剤を介し
て接続される導電性配線と、
　前記導電性配線を前記半導体基板と前記第１、第２電極に物理的に固定する複数の絶縁
性接着部とを含み、
　前記複数の絶縁性接着部のそれぞれは、前記第１方向に長く伸び、前記導電性配線全体
と交差して前記導電性配線それぞれの交差された一部分を覆い、前記複数の絶縁性接着部
のそれぞれは、前記第２方向に離隔される、太陽電池モジュール。
【請求項２】
　前記絶縁性接着部は、前記導電性配線の間に露出される前記半導体基板と前記第１、第
２電極の表面に接着される、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項３】
　前記絶縁性接着部は、ベースフィルムの表面に接着剤が形成された、請求項１に記載の
太陽電池モジュール。
【請求項４】
　前記ベースフィルムは、ポリオレフィン（polyolefin）材質を含む、請求項３に記載の
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太陽電池モジュール。
【請求項５】
　前記ベースフィルムの融点は１６０℃～１７０℃の内、いずれかの温度よりも低い、請
求項３に記載の太陽電池モジュール。
【請求項６】
　前記絶縁性接着部の接着剤は、アクリル、シリコンまたはエポキシの内、少なくともい
ずれか１つを含む、請求項３に記載の太陽電池モジュール。
【請求項７】
　前記絶縁性接着部の前記第２方向の幅は、互いに直接隣接する二つの導電性配線との間
隔より大きい、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項８】
　前記第１、第２電極が前記半導体基板の背面に位置し、
　前記導電性配線は、前記第１、第２電極が形成された前記半導体基板の背面に位置し、
　前記絶縁性接着部は、前記第１、第２電極が形成され、導電性配線が配置された前記半
導体基板の背面上に位置する、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項９】
　前記各太陽電池の半導体基板は、第１導電型の不純物がドーピングされ、
　前記半導体基板の背面には、前記第１導電性と反対の第２導電性の不純物がドーピング
されるエミッタ部と、前記半導体基板より前記第１導電型の不純物を高濃度にドーピング
される背面電界部とをさらに含み、
　前記第１電極のそれぞれは、前記エミッタ部に接続され、前記第２電極のそれぞれは、
前記背面電界部に接続される、請求項８に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１０】
　前記導電性配線は、
　前記第１電極に導電性接着剤を介して接続され、前記第２電極との間に絶縁層によって
絶縁される第１配線と、
　前記第２電極に導電性接着剤を介して接続され、前記第１電極との間に前記絶縁層によ
って絶縁される第２配線を含む、請求項１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１１】
　前記太陽電池は、前記第１方向と交差する第２方向に互いに直接隣接して配列され、互
いに直列接続される第１太陽電池と第２太陽電池を含み、
　前記第１太陽電池と、前記第２太陽電池との間には、前記第１、第２太陽電池を互いに
直列接続するインターコネクタをさらに含む、請求項１０に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１２】
　前記インターコネクタは、前記第１太陽電池と、前記第２太陽電池との間で、前記第１
方向に長く配置される、請求項１１に記載の太陽電池モジュール。
【請求項１３】
　前記インターコネクタには、前記第１太陽電池に接続された前記第１導電性配線と前記
第２太陽電池に接続された前記第２導電性配線が共通に接続される、請求項１１に記載の
太陽電池モジュール。
【請求項１４】
　半導体基板の表面に第１方向に長く形成され、互いに異なる極性を有する第１電極と第
２電極のそれぞれの一部分の上に導電性接着剤を塗布する段階と、
　前記第１、第２電極の内、前記導電性接着剤が塗布された前記一部分と重畳されるよう
前記第１方向と交差する第２方向に長く、導電性配線を配置する段階と、
　前記導電性配線を前記半導体基板の表面に物理的に固定させる複数の絶縁性接着部のそ
れぞれが、前記第２方向に離隔され、前記第１方向に長く接着させて前記導電性配線全体
と交差して前記導電性配線それぞれの交差された一部分を覆って前記半導体基板の背面に
固定させる段階と、
　前記絶縁性接着部が接着された前記半導体基板をラミネーションする段階とを含み、
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　前記ラミネーション段階において、前記絶縁性接着部は、軟化された後、硬化される、
太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項１５】
　前記ラミネーション段階の温度は、１６０℃～１７０℃の内、いずれか１つの温度で実
行される、請求項１４に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項１６】
　前記絶縁性接着部の融点は、前記ラミネーション段階の温度より低い、請求項１４に記
載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項１７】
　前記絶縁性接着部は、ベースフィルムの表面に接着剤が形成された絶縁性テープ形態で
ある、請求項１４に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項１８】
　前記ベースフィルムは、ポリオレフィン（polyolefin）材質を含む、請求項１７に記載
の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項１９】
　前記ベースフィルム及び前記接着剤の融点は、前記ラミネーション段階の温度より低い
、請求項１７に記載の太陽電池モジュールの製造方法。
【請求項２０】
　前記ラミネーション段階において、前記絶縁性接着部は、軟化された状態で、導電性配
線と前記第１、第２電極との間の空きスペースまで少なくとも一部が満たされた後、硬化
される、請求項１４に記載の太陽電池モジュールの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池モジュール及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近石油や石炭のような既存エネルギー資源の枯渇が予測されながらこれらを取り替え
る代替エネルギーに対する関心が高くなり。これにより、太陽エネルギーから電気エネル
ギーを生産する太陽電池が注目されている。
【０００３】
　一般的な太陽電池は、ｐ型とｎ型のように、互いに異なる導電型（conductive type）
によってｐ－ｎ接合を形成する半導体部、そして互いに異なる導電型の半導体部にそれぞ
れ接続された電極を備える。
【０００４】
 このような太陽電池に光が入射されれば半導体部で複数の電子―正孔対が生成され、生
成された電子―正孔対は電荷である電子と正孔にそれぞれ分離され、電子はｎ型の半導体
部の方向に移動し正孔はｐ型の半導体部の方向に移動する。移動した電子と正孔はそれぞ
れｎ型の半導体部とｐ型の半導体部に接続された互いに異なる電極によって収集され、こ
の電極を電線で接続することにより電力を得る。
【０００５】
 このような太陽電池は、複数個がインターコネクタによって互に接続されてモジュール
で形成することができる。
【０００６】
　一方、背面コンタクト型太陽電池は、半導体基板の背面に電極がすべて備えられ、この
ような背面コンタクト型太陽電池は、各半導体基板の背面に接続された複数の導電性配線
を介して互いに直列接続されることができる。
【０００７】
　このように、複数の導電性配線を半導体基板の背面に接続させる構造の場合、複数の導
電性配線を半導体基板の背面に配置させた後に、複数の導電性配線を半導体基板の背面に
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接続する以前まで、複数の導電性配線が、半導体基板の背面上で固定されずに動いてアラ
イン（位置合せ）が乱れるなどのモジュールの製造工程が困難な問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、太陽電池モジュール及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の太陽電池モジュールは、半導体基板と、半導体基板の表面に第１方向に長く形
成され、互いに異なる極性を有する第１電極と第２電極をそれぞれ備える太陽電池と、そ
れぞれの太陽電池に備えられた半導体基板の表面に第１方向と交差する第２方向に長く配
置されて、第１電極または第２電極に導電性接着剤を介して接続される導電性配線と、導
電性配線が配置された半導体基板の表面の内、少なくとも一部分に第１方向に長く配置さ
れて、導電性配線のそれぞれを、半導体基板と、第１、第２電極に仮固定する絶縁性接着
部とを含み、絶縁性接着部は、導電性配線のそれぞれの少なくとも一部分の上と側面まで
接着することができる。
【００１０】
　さらに、絶縁性接着部は、導電性配線の間に露出される半導体基板と、第１、第２電極
の表面にまで接着することができる。
【００１１】
　ここで、絶縁性接着部は、ベースフィルムの表面に接着剤が形成された絶縁性テープ形
態ですることができる。ここで、ベースフィルムはポリオレフィン（polyolefin）材質を
含むことができ、ベースフィルムの融点は１６０℃～１７０℃の間のいずれか１つの温度
より低いことがある。
【００１２】
　さらに、絶縁性接着部の接着剤は、アクリル、シリコンまたはエポキシの内、少なくと
もいずれか１つを含むことができる。
【００１３】
　また、絶縁性接着部の第２方向の幅は、互いに直接隣接する二つの導電性配線との間隔
より大きいことができる。
【００１４】
　また、第１、第２電極は、半導体基板の背面に位置し、導電性配線は、第１、第２電極
が形成された半導体基板の背面に位置し、絶縁性接着部は、第１、第２電極が形成され、
導電性配線が配置された半導体基板の背面上に位置することができる。
【００１５】
　また、各太陽電池の半導体基板は、第１導電型の不純物がドーピングされ、半導体基板
の背面には、第１導電性と反対の第２導電性の不純物がドーピングされるエミッタ部と、
半導体基板より第１導電型の不純物を高濃度にドーピングされる背面電界部とをさらに含
み、第１電極のそれぞれは、エミッタ部に接続され、第２電極のそれぞれは、背面電界部
に接続することができる。
【００１６】
　ここで、導電性配線は、第１電極に導電性接着剤を介して接続され、第２電極との間に
絶縁層によって絶縁される第１配線と第２電極に導電性接着剤を介して接続され、第１電
極との間に絶縁層によって絶縁される第２配線を含むことができる。
【００１７】
　また、太陽電池は、第１方向と交差する第２方向に互いに直接隣接して配列され、互い
に直列接続される第１太陽電池と第２太陽電池を含み、第1太陽電池と第２太陽電池の間
には、第１、第２太陽電池を互いに直列接続するインターコネクタをさらに含むことがで
きる。
【００１８】
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　ここで、インターコネクタは、第１太陽電池と第２太陽電池の間で第１方向に長く配置
することができ、インターコネクタには、第１太陽電池に接続された第１導電性配線と第
２太陽電池に接続された第２導電性配線が共通に接続することができる。
【００１９】
　また、本発明の一例に係る太陽電池の製造方法は、半導体基板の表面に第１方向に長く
形成され、互いに異なる極性を有する第１電極と第２電極のそれぞれの一部分の上に導電
性接着剤を塗布する段階と、第１、第２電極の内、導電性接着剤が塗布された一部分の上
に第１方向と交差する第２方向に長く、導電性配線を配置する段階と、半導体基板と導電
性配線の一部の上に第１方向に長く絶縁性接着部を接着させる段階と、絶縁性接着部が接
着された半導体基板をラミネーションする段階とを含み、ラミネーション段階において絶
縁性接着部は、軟化された後、硬化されながら、導電性配線の一部分の上と側面まで接着
することができる。
【００２０】
　ここで、ラミネーション段階の温度は、１６０℃～１７０℃の内、いずれか１つの温度
で行うことができる。
【００２１】
　さらに、絶縁性接着部の融点は、ラミネーション段階の温度より低いことができる。一
例として、絶縁性接着部は、ベースフィルムの表面に接着剤が形成された絶縁性テープ形
態で有り得る。
【００２２】
　ここで、ベースフィルムはポリオレフィン（polyolefin）材質を含み、ベースフィルム
と接着剤の融点は、ラミネーション段階の温度より低いことがある。
【００２３】
　さらに、ラミネーション段階で絶縁性接着部は、軟化された状態で、導電性配線と、第
１、第２電極との間の空きスペースまで少なくとも一部が満たされた後、硬化することが
できる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係る太陽電池モジュール及びその製造方法は、導電性配線を半導体基板の背面
に固定する絶縁性接着部が導電性配線の背面だけでなく、側面まで密着して接着されるよ
うにして、絶縁性接着部と導電性配線の側面によって形成することができるエアトラップ
を回避して、導電性配線が腐食することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一例に係る太陽電池モジュールの前面全体の平面姿を説明するための図
である。
【図２】図１において、第１、第２太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）がインターコネクタ（ＩＣ）
によって接続されたストリングの断面を概略的に示す一例である。
【図３】図１において、第１、第２太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）がインターコネクタ（ＩＣ）
によって接続されたストリングの背面を示す一例である。
【図４】図３に適用される太陽電池の一例を示す一部斜視図である。
【図５】図４に示された太陽電池の第２方向（ｙ）の断面を示したものである。
【図６】図３においてＣＳｘ１－ＣＳｘ１ラインに沿った断面図を示すものである。
【図７】図３において絶縁性接着部（ＡＴ）が接着された太陽電池モジュールの背面を拡
大図示したものである。
【図８】（a）はラミネーション段階の以前に、図７のＡ－Ａラインに沿った第２方向の
断面を拡大し図示したものであり、（b）は、ラミネーション段階の以後に最終の太陽電
池モジュールで図７の Ａ－Ａラインに沿った第２方向の断面を拡大して示したものであ
る。
【図９】（a）はラミネーション段階の以前に、図７のＢ－Ｂラインに沿った第１方向（
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ｘ）の断面を拡大して示したものであり、 （ｂ）は、ラミネーション段階の以後に最終
の太陽電池モジュールで図７のＢ－Ｂラインに沿った第１方向（ｘ）の断面を拡大して示
したものである。
【図１０】本発明の一例に係る太陽電池モジュールの製造方法を説明するための図である
。
【図１１】本発明の一例に係る太陽電池モジュールの製造方法を説明するための図である
。
【図１２】本発明の一例に係る太陽電池モジュールの製造方法を説明するための図である
。
【図１３】本発明の一例に係る太陽電池モジュールの製造方法を説明するための図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下では、添付した図面を参考にして本発明の実施の形態について本発明が属する技術
分野において通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、
本発明は、さまざまな形で実現することができ、ここで説明する実施の形態に限定されな
い。そして図面で本発明を明確に説明するために説明と関係ない部分は省略し、明細書全
体を通じて類似の部分には同様の符号を付与した。
【００２７】
　図面で複数の層と領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。層、膜、領域、
板などの部分が他の部分“上に”あるとする時、これは他の部分“真上に”ある場合だけ
でなく、その中間に他の部分がある場合も含む。逆にどの部分が他の部分“真上に”ある
とするときは、中間に他の部分がないことを意味する。また、どの部分が他の部分の上に
“全体的”に形成されているとするときは、他の部分の全体面に形成されているものだけ
でなく、端の一部には形成されないことを意味する。
【００２８】
　以下では、どのような構成の前面とは、直射光が入射されるモジュールの前面に向かう
方向の面で有り得、背面とは、直射光が入射されないか、直射光ではなく、反射光が入射
することができるモジュールの背面に向かう方向の面で有り得る。
【００２９】
　さらに、以下においてセルストリングとは、複数の太陽電池が互いに直列接続された構
造や形態を意味する。
【００３０】
　また、どのような構成部分の厚さや幅が他の構成部分の厚さや幅と同じであるという意
味は、工程誤差を含みから、１０％の範囲内で同一であることを意味する。
【００３１】
　図１は、本発明の一例に係る太陽電池モジュールの前面全体の平面姿を説明するための
図であり、図２は、図１において、第２方向（ｙ）に互いに隣接して、インターコネクタ
（ＩＣ）によって接続された第１、第２太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）の断面を概略的に示す一
例である。
【００３２】
　図１及び図２に示すように、本発明の一例に係る太陽電池モジュールは、複数の太陽電
池（Ｃ１、Ｃ２）、複数の導電性配線（ＣＷ）、絶縁性接着部（ＡＴ）とインターコネク
タ（ＩＣ）を含むことができる。
【００３３】
　ここで、インターコネクタ（ＩＣ）は、必要に応じて省略されることもあるが、以下で
は、図１に示すように、インターコネクタ（ＩＣ）を備えた場合を一例として説明する。
【００３４】
　さらに、これに加えて、本発明は、複数の太陽電池が互いに直列接続されたセルストリ
ングをカプセル化する前面透明基板１０、充填材（２０、３０）、背面基板４０とフレー
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ム５０をさらに備えることができる。
【００３５】
　ここで、複数の太陽電池は、図１に示すように、それぞれが第２方向（ｙ）に長く配列
され、半導体基板１１０と半導体基板１１０の背面に複数の第１電極（Ｃ１４１）と第２
電極（Ｃ１４２）を備えることができる。このような複数の太陽電池については、図６以
下でさらに具体的に説明する。
【００３６】
　複数の第１、第２導電性配線（ＣＷ）は、図１及び図２に示すように、複数の太陽電池
それぞれの背面に接続することができる。
【００３７】
　このように、複数の第１、第２導電性配線（ＣＷ）が接続された複数の太陽電池は、図
１及び図２に示すように、インターコネクタ（ＩＣ）により第２方向（ｙ）に直列接続す
ることができる。
【００３８】
　一例として、インターコネクタ（ＩＣ）は、互いに隣接する二つの太陽電池の間に第１
方向（ｘ）に長く配置されて、複数の太陽電池の内、第２方向（ｙ）に離隔される第１太
陽電池（Ｃ１）と第２太陽電池（Ｃ２）を互いに直列に接続することができる。
【００３９】
　このとき、図２に示すように、第１太陽電池（Ｃ１）に接続された複数の第１導電性配
線２１０の前面と第２太陽電池（Ｃ２）に接続された複数の第２導電性配線２２０の前面
がインターコネクタ（ＩＣ）の背面に接続することができ、これにより、複数の太陽電池
が直列接続されるセルストリングが形成されることができる。
【００４０】
　このようなセルストリングは、図２に示すように、前面透明基板１０と背面基板４０と
の間に配置された状態で熱圧着されてラミネーイトすることができる。
【００４１】
　一例として、複数の太陽電池は、前面透明基板１０と背面基板４０との間に配置され、
ＥＶＡシートのように透明な充填材（２０、３０）が、複数の太陽電池全体の前面と背面
に配置された状態で、熱と圧力が同時に加わるラミネーション工程によって一体化されて
カプセル化することができる。
【００４２】
　併せて、図１に示すように、ラミネーション工程でカプセル化された前面透明基板１０
、背面基板４０と充填材（２０、３０）は、フレーム５０によって端が固定されて保護す
ることができる。
【００４３】
　加えて、セルストリングのそれぞれは、第２方向（ｙ）に長く位置し、第１方向（ｘ）
に離隔されて配列されることがあり、このような複数のセルストリングは、第１方向（ｘ
）に長く伸びているバーシンバ３１０によって第１方向（ｘ）に直列接続することができ
る。
【００４４】
　ここで、前面透明基板１０は、透過率が高く、破損防止機能に優れた強化ガラスなどで
形成することができる。
【００４５】
　背面基板４０は、太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）の背面から湿気が浸透することを防止して太
陽電池を外部環境から保護することができる。このような背面基板４０は、水分と酸素の
浸透を防止する層、化学的腐食を防止する層のような多層構造を有することができる。
【００４６】
　このような背面基板４０は、ＦＰ（fluoropolymer/ＰＥ（polyester/ＦＰ（fluoropoly
mer）のような絶縁材質からなる薄いシートで行われるが、他の絶縁物質からなる絶縁シ
ートで有り得る。
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【００４７】
　このようなラミネーション工程は、前面透明基板１０と、太陽電池との間、及び太陽電
池と背面基板との間に面形状の充填材（２０、３０）が配置された状態で行われることが
できる。
【００４８】
　ここで、充填材（２０、３０）の材質は、絶縁層２５２の材質と異なる材質で形成され
ることがあり、湿気の浸透による腐食を防止し、太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）を衝撃から保護
し、そのために衝撃を吸収することができるエチレンビニルアセテート（ＥＶＡ、ethyle
ne vinyl acetate）のような物質で形成することができる。
【００４９】
　したがって、前面透明基板１０と、太陽電池との間、及び太陽電池と背面基板との間に
配置された面形状の充填材（２０、３０）は、ラミネーション工程中に熱と圧力によって
軟化及び硬化することができる。
【００５０】
　一方、絶縁性接着部（ＡＴ）は、半導体基板１１０の背面上に配置された導電性配線（
ＣＷ）の上に導電性配線（ＣＷ）の長さ方向と交差する第１方向（ｘ）に長く配置されて
、導電性配線（ＣＷ）を半導体基板１１０の背面に接着させる役割をすることができる。
【００５１】
　併せて、このような絶縁性接着部（ＡＴ）の背面と側面には、図２に示すように、充填
材３０が完全に密着して、絶縁性接着部（ＡＴ）の背面と側面に充填材３０が、物理的に
直接接触することができる。
【００５２】
　このような絶縁性接着部（ＡＴ）につきましては、太陽電池、第１、第２導電性配線（
ＣＷ）とインターコネクタ（ＩＣ）について、さらに具体的に説明した後に、図７以下で
さらに具体的に説明する。
【００５３】
　以下では、図１、２に示された太陽電池モジュールにおいて、複数の太陽電池が、第１
、第２導電性配線（ＣＷ）とインターコネクタ（ＩＣ）によって直列接続される構造をさ
らに具体的に説明する。
【００５４】
　図３～図６は、本発明に係る太陽電池モジュールの一例を説明するための図である。
【００５５】
　ここで、図３は、本発明に係る太陽電池モジュールに適用されるストリングを背面から
見た形状の一例である。
【００５６】
　複数の太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）のそれぞれは、少なくとも半導体基板１１０と半導体基
板１１０の表面、例えば、背面に互いに離隔され、第１方向（ｘ）に長く伸びて形成され
る複数の第１電極（Ｃ１４１）と、複数の第２電極（Ｃ１４２）を備えることができる。
【００５７】
　さらに、複数の導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）は、複数の太陽電池の内、互いに隣接す
る二つの太陽電池の内、いずれか１つの太陽電池に備えられた複数の第１電極（Ｃ１４１
）と、残りの１つの太陽電池に備えた複数の第２電極（Ｃ１４２）をインターコネクタ（
ＩＣ）を介して互いに電気的に直列に接続することができる。
【００５８】
　そのために、複数の導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）は、第１、第２電極（Ｃ１４１、Ｃ
１４２）の長さ方向の第１方向（ｘ）と交差する第２方向（ｙ）に長く伸び、複数の太陽
電池のそれぞれに接続することができる。
【００５９】
　このような、複数の導電性配線（ＣＷ）は、複数の第１導電性配線（ＣＷ１）と、複数
の第２導電性配線（ＣＷ２）を含むことができる。
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【００６０】
　ここで、第１導電性配線（ＣＷ１）は、各太陽電池に備えられた第１電極（Ｃ１４１）
に導電性接着剤（ＣＡ）を介して接続され、絶縁性材質の絶縁層（ＩＬ）によって第２電
極（Ｃ１４２）と絶縁することができる。
【００６１】
　さらに、第２導電性配線（ＣＷ２）は、各太陽電池に備えられた第２電極（Ｃ１４２）
に導電性接着剤（ＣＡ）を介して接続され、絶縁性材質の絶縁層（ＩＬ）によって第１電
極（Ｃ１４１）と絶縁することができる。
【００６２】
　ここで、導電性配線（ＣＷ）のそれぞれの線幅（ＷＣＷ）は、導電性配線（ＣＷ）の線
抵抗を十分に低く維持しながら、製造コストが最小になるように考慮して、０．５ｍｍ～
２．５ｍｍの間で形成されることができ、 、第１導電性配線（ＣＷ１）と第２導電性配
線（ＣＷ２）との間の間隔（WDCW）は、導電性配線（ＣＷ）の合計数を考慮して、太陽電
池モジュールの短絡電流が損なわれないように４ｍｍ～６．５ｍｍの間で形成することが
できる。
【００６３】
　さらに、導電性配線（ＣＷ）の厚さは０．０５ｍｍ～０．３ｍｍの間で形成されること
ができる。
【００６４】
　さらに、インターコネクタ（ＩＣ）は、第１太陽電池（Ｃ１）と第２太陽電池（Ｃ２）
との間に第１方向（ｘ）に長く伸びて配置され、このようなインターコネクタ（ＩＣ）に
第１、２導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）のそれぞれが接続されて、複数の太陽電池は、第
２方向（ｙ）に互いに直列接続することができる。
【００６５】
　さらに、本発明の一例に係る太陽電池モジュールにおいては、インターコネクタ（ＩＣ
）が含まれた場合を一例として示し、これについて説明しているが、インターコネクタ（
ＩＣ）は、省略されることもあり、このようにインターコネクタ（ＩＣ）が省略された場
合には、第１導電性配線（ＣＷ１）と第２導電性配線（ＣＷ２）が直接接続されるか一体
に形成され、複数の太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）を直列接続することもできる。
【００６６】
　絶縁性接着部（ＡＴ）は、導電性配線（ＣＷ）が配置された半導体基板１１０の表面、
例えば、背面の内、少なくとも一部分に第１方向（ｘ）に長く配置されて、太陽電池モジ
ュールの製造工程の内、導電性配線（ＣＷ）のそれぞれを、半導体基板１１０と、第１、
第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）に仮固定させる役割をすることができる。
【００６７】
　さらに具体的には、絶縁性接着部（ＡＴ）は、導電性配線（ＣＷ）を、第１、第２電極
（Ｃ１４１、Ｃ１４２）のそれぞれに熱処理工程を介して接続させるテビン工程やラミネ
ーション工程の前に、導電性配線（ＣＷ）を半導体基板１１０の表面、例えば、背面にそ
れぞれ配置させた状態で、導電性配線（ＣＷ）のそれぞれが動かないように、半導体基板
１１０の背面に一時的に固定させる機能をすることができる。
【００６８】
　このような絶縁性接着部（ＡＴ）は、図３に示すように、一例として、半導体基板１１
０の中間及び両方の端の近くに導電性配線（ＣＷ）の長さ方向と交差する第１方向（ｘ）
に長く配置することができる。
【００６９】
　このような絶縁性接着部（ＡＴ）は、テビン工程の以前に、半導体基板１１０の背面に
配置された導電性配線（ＣＷ）が動かないように固定させることにより、太陽電池モジュ
ールの製造工程をさらに容易にすることができる。
【００７０】
　一方、このような絶縁性接着部（ＡＴ）は、図３に示すように、導電性配線（ＣＷ）の
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それぞれの一部背面と半導体基板１１０の背面に接着されて、導電性配線（ＣＷ）のそれ
ぞれの一部分を半導体基板１１０の背面に一時的に固定することができるが、複数の太陽
電池をモジュール化させるラミネーション工程で溶けて、最終の太陽電池モジュールでは
、導電性配線（ＣＷ）のそれぞれの一部の背面だけでなく、側面まで密着して接着するこ
とができる。
【００７１】
　このように、絶縁性接着部（ＡＴ）が導電性配線のそれぞれの少なくとも一部分の背面
だけでなく、側面まで密着して接着される場合、絶縁性接着部（ＡＴ）が接着された導電
性配線の側面にエアトラップ（air trap）が形成されることができるスペースを最小化し
、後日に導電性配線がエアトラップ（air trap）に含有された湿気によって腐食されるこ
とを防止することができる。
【００７２】
　このように、絶縁性接着部（ＡＴ）が導電性配線のそれぞれの少なくとも一部分の背面
だけでなく、側面まで密着して接着される構造については、本発明の一例に係る太陽電池
モジュールの構造について説明した以後に、図７以下でさらに具体的に説明する。
【００７３】
　このような太陽電池モジュールの各構成部分についてさらに詳細に説明すると、次の通
りである。
【００７４】
　図４は、図３に適用される太陽電池の一例を示す一部斜視図であり、図５は、図４に示
された太陽電池の第２方向（ｙ）の断面を示したものである。
【００７５】
　図４及び図５に示すように、本発明に係る太陽電池の一例は、反射防止膜１３０、半導
体基板１１０、トンネル層１８０、エミッタ部１２１、背面電界部（１７２、back surfa
ce field、ＢＳＦ）、真性半導体層１５０、パッシベーション層１９０、第１電極（Ｃ１
４１）と第２電極（Ｃ１４２）を備えることができる。
【００７６】
　ここで、反射防止膜１３０、真性半導体層１５０、トンネル層１８０とパッシベーショ
ン層１９０は省略されることもあるが、備えられた場合、太陽電池の効率がさらに向上す
るため、以下では、備えられた場合を一例として説明する。
【００７７】
　半導体基板１１０は、第１導電型の不純物を含有する単結晶シリコン、多結晶シリコン
の内、少なくともいずれか１つで形成することができる。一例として、半導体基板１１０
は、単結晶シリコンウエハに形成することができる。
【００７８】
　ここで、第１導電型は、ｎ型またはｐ型導電型の内、いずれか１つで有り得る。
【００７９】
　半導体基板１１０がｐ型の導電型を有する場合、ホウ素（Ｂ）、ガリウム、インジウム
などの３価元素の不純物が半導体基板１１０にドーピング（doping）される。しかし、半
導体基板１１０がｎ型の導電型を有する場合、りん（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）、アンチモン（
Ｓｂ）などのように５価元素の不純物が半導体基板１１０にドーピングすることができる
。
【００８０】
　以下では、このような半導体基板１１０の第１導電型がｎ型である場合を一例に説明す
る。
【００８１】
　このような半導体基板１１０の前面に複数の凹凸面を有することができる。これにより
、半導体基板１１０の前面上に位置したエミッタ部１２１もまた凹凸面を有することがで
きる。
【００８２】
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　このために、半導体基板１１０の前面から反射される光の量が減少して、半導体基板１
１０の内部に入射される光の量が増加することができる。
【００８３】
　反射防止膜１３０は、外部から半導体基板１１０の前面に入射される光の反射を最小化
するために、半導体基板１１０の前面の上に位置し、アルミニウム酸化膜（ＡｌＯｘ）、
シリコン窒化膜（ＳｉＮｘ）、シリコン酸化膜（ＳｉＯｘ）及びシリコン酸化窒化膜（Ｓ
ｉＯｘＮｙ）の内、少なくとも１つで形成することができる。
【００８４】
　トンネル層１８０は、半導体基板１１０の背面全体に直接接触して配置され、誘電体材
質を含むことができる。したがって、トンネル層１８０は、図４及び図５に示すように、
半導体基板１１０で生成されたキャリアを通過させることができる。
【００８５】
　このようなトンネル層１８０は、半導体基板１１０で生成されたキャリアを通過させ、
半導体基板１１０の背面のパッシベーション機能を実行することができる。
【００８６】
　さらに、トンネル層１８０は、６００℃以上の高温工程にも耐久性が強いＳｉＣｘまた
はＳｉＯｘで形成される誘電体材質で形成することができる。しかし、この他にもシリコ
ン窒化膜（ＳｉＮｘ）、水素化されたシリコン窒化膜（ＳｉＮｘ）、アルミニウム酸化膜
（ＡｌＯｘ）、シリコン酸化窒化膜（ＳｉＯＮ：silicon oxynitride）または水素化され
たシリコン酸化窒化膜（ＳｉＯＮ）で形成が可能であり、このようなトンネル層１８０の
厚さ（Ｔ１８０）は、０．５ｎｍ～２．５ｎｍの間で形成されることができる。
【００８７】
　エミッタ部１２１は、半導体基板１１０の背面に配置され、一例として、トンネル層１
８０の背面の一部に直接接触して、複数個が第１方向（ｘ）に長く配置され、第１導電型
と反対の第２導電型を有する多結晶シリコン材質で形成することができ、エミッタ部１２
１は、トンネル層１８０を間に置いて、半導体基板１１０とｐ－ｎ接合を形成することが
できる。
【００８８】
　各エミッタ部１２１は、半導体基板１１０とｐ－ｎ接合を形成するので、エミッタ部１
２１は、ｐ型の導電型を有することができる。しかし、本発明の一例とは異なり、半導体
基板１１０がｐ型の導電型を有する場合、エミッタ部１２１は、ｎ型の導電型を有する。
この場合、分離された電子は、複数のエミッタ部１２１の方向に移動し、分離された正孔
は、複数の背面電界部１７２の方向に移動することができる。
【００８９】
　複数のエミッタ部１２１がｐ型の導電型を有する場合エミッタ部１２１には、３価元素
の不純物がドーピングされることがあり、逆に複数のエミッタ部１２１がｎ型の導電型を
有する場合、エミッタ部１２１には、５価元素の不純物がドーピングされることができる
。
【００９０】
　背面電界部１７２は、半導体基板１１０の背面に配置され、一例として、トンネル層１
８０の背面の中で、前述した複数のエミッタ部１２１のそれぞれと離隔された一部の領域
に直接接触して、複数個がエミッタ部１２１と並行する第１方向（ｘ）に長く位置するよ
うに形成することができる。
【００９１】
　このような背面電界部１７２は、第１導電型の不純物が半導体基板１１０より高濃度で
ドーピングされる多結晶シリコン材質で形成することができる。したがって、例えば、基
板がｎ型タイプの不純物でドーピングされる場合、複数の背面電界部１７２は、ｎ＋の不
純物領域で有り得る。
【００９２】
　このような背面電界部１７２は、半導体基板１１０と背面電界部１７２との不純物濃度
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の差に起因する電位障壁によって、電子の移動方向である背面電界部１７２の方向への正
孔移動を妨害する一方、背面電界部１７２の方向にのキャリア（例えば、電子）の移動を
容易にすることができる。
【００９３】
　したがって、背面電界部１７２とその付近又は第１及び第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２
）で、電子と正孔の再結合に損実される電荷の量を減少させ、電子の移動を加速化させて
、背面電界部１７２への電子移動量を増加させることができる。
【００９４】
　ここの図４及び図５では、エミッタ部と背面電界部がトンネル層の背面に多結晶シリコ
ン材質で形成された場合を一例として説明したが、これとは違って、トンネル層が省略さ
れた場合、エミッタ部と背面電界部は半導体基板１１０の背面内に不純物が拡散されてド
ーピングすることもできる。このような場合、エミッタ部と背面電界部は半導体基板１１
０と同じ単結晶シリコン材質で形成することもできる。
【００９５】
　真性半導体層１５０は、エミッタ部と背面電界部の間に露出したトンネル層の背面に形
成されることがあり、このような真性半導体層１５０は、エミッタ部１２１と背面電界部
１７２とは異なるように第１導電型の不純物または第２の導電型の不純物がドーピングさ
れない真性多結晶シリコン層で形成することができる。
【００９６】
　さらに、図４及び図５に示すように、真性半導体層１５０の両側面のそれぞれは、エミ
ッタ部１２１の側面と背面電界部１７２の側面に直接接触する構造を有することができる
。
【００９７】
　パッシベーション層１９０は、背面電界部１７２、真性半導体層１５０及びエミッタ部
１２１に形成される多結晶シリコン材質の層の背面に形成されたダングルリングボンド（
dangling bond）による欠陥を除去し、半導体基板１１０から生成されたキャリアがダン
グルリングボンド（dangling bond）によって再結合されて消滅することを防止する役割
をすることができる。
【００９８】
　そのために、パッシベーション層１９０は、半導体基板１１０の背面の内、第１、第２
電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）が形成された部分を除外した残りの部分を覆うように形成す
ることができる。
【００９９】
　このようなパッシベーション層１９０は、誘電体層で形成されることがあり、例えば、
水素化されたシリコン窒化膜（ＳｉＮｘ：Ｈ）、水素化されたシリコン酸化膜（ＳｉＯｘ
：Ｈ）、水素化されたシリコン窒化酸化膜（ＳｉＮｘＯｙ：Ｈ）、水素化されたシリコン
酸化窒化膜（ＳｉＯｘＮｙ：Ｈ）、水素化された非晶質シリコン膜（ａ－Ｓｉ：Ｈ）の内
、少なくともいずれか１つで形成することができる。
【０１００】
　第１電極（Ｃ１４１）は、エミッタ部に接続し、第１方向（ｘ）に長く伸びて形成する
ことができる。このような、第１電極（Ｃ１４１）は、エミッタ部１２１の方向に移動し
たキャリア、例えば、正孔を収集することができる。
【０１０１】
　第２電極（Ｃ１４２）は、背面電界部に接続し、第１電極（Ｃ１４１）と並行するよう
に第１方向（ｘ）に長く伸びて形成することができる。このような、第２電極（Ｃ１４２
）は、背面電界部１７２の方向に移動したキャリア、例えば、電子を収集することができ
る。
【０１０２】
　このような図３に示すように、第１、第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）のそれぞれは、
第１方向（ｘ）に長く伸びて形成されることがあり、第１電極（Ｃ１４１）と第２電極（
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 Ｃ１４２）が第２方向（ｙ）に交互して配置することができる。
【０１０３】
　このような複数の第１及び第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）は、導電性配線（ＣＷ）と
導電性接着剤（ＣＡ）と異なる金属材質を含みから形成することができる。一例として、
第１、第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）のそれぞれは、チタン（Ｔｉ）、銀（Ａｇ）、ア
ルミニウム（Ａｌ）、ニッケル－バナジウム合金（ＮｉＶ）、ニッケル、ニッケル－アル
ミニウム合金（ＮｉｘＡｌｙ）、モリブデンデナム（Ｍｏ）、スズ（Ｓｎ）の内、少なく
とも１つの材質が少なくとも１つの層で形成することができる。
【０１０４】
　このような第１、第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）は、スパッタリング（sputtering）
方法、電子ビーム蒸着装置（Electron Beam evaporator）、または無電解/電解めっき法
の内、いずれか１つを利用して形成することができる。
【０１０５】
　このような構造で製造された本発明に係る太陽電池において、第１電極（Ｃ１４１）を
介して収集された正孔と第２電極（Ｃ１４２）を介して収集された電子は、外部の回路装
置を介して外部装置の電力に利用することができる。
【０１０６】
　本発明に係る太陽電池モジュールに適用された太陽電池は、必ず図４及び図５に限定せ
ず、太陽電池に備えられる第１、第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）が半導体基板１１０の
背面のみ形成される点を除外して、他の構成要素は、いくらでも変更が可能である。
【０１０７】
　例えば、本発明の太陽電池モジュールには、第１電極（Ｃ１４１）の一部とエミッタ部
１２１が半導体基板１１０の前面に位置し、第１電極（Ｃ１４１）の一部が半導体基板１
１０に形成されたホールを介して半導体基板１１０の背面に形成された第１電極（Ｃ１４
１）の残りの一部と接続されるＭＷＴタイプの太陽電池も適用が可能である。
【０１０８】
　このような太陽電池が、図３のように導電性配線（ＣＷ）とインターコネクタ（ＩＣ）
を用いて、直列接続された断面構造は次の図６と同じである。
【０１０９】
　図６は、図３でＣＳｘ１－ＣＳｘ１ラインに沿った断面図を示すものである。
【０１１０】
　図６に示すように、第１太陽電池（Ｃ１）と第２太陽電池（Ｃ２）を含む複数の太陽電
池は、複数個が２方向（ｙ）に配列することができる。
【０１１１】
　この時、第１、第２太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）に備えられる複数の第１、第２電極（Ｃ１
４１、Ｃ１４２）の長さ方向が第１方向（ｘ）に向くように配置することができる。
【０１１２】
　このように、第１、第２太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）が第２方向（ｙ）に配列された状態で
、第１、第２太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）は、第１、第２導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）とイ
ンターコネクタ（ＩＣ）により第２方向（ｙ）に長く伸びて直列接続される１つのストリ
ングを形成することができる。
【０１１３】
　ここで、第１、第２導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）とインターコネクタ（ＩＣ）は、導
電性金属材質で形成され、第１、第２導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）は、各太陽電池の半
導体基板１１０の背面に接続され、太陽電池の直列接続のために、各半導体基板１１０に
接続された第１、第２導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）は、インターコネクタ（ＩＣ）に接
続することができる。
【０１１４】
　さらに、複数の第１、第２導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）は、断面が円形を有する導電
性ワイヤの形態であるか、幅が厚さより大きいリボンの形を有することができる。
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【０１１５】
　具体的には、複数の第１導電性配線（ＣＷ１）は、複数の太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）のそ
れぞれに備えられた複数の第１電極（Ｃ１４１）に重畳されて、導電性接着剤（ＣＡ）を
介して接続され、絶縁性材質の絶縁層（ＩＬ）により複数の第２電極（Ｃ１４２）と絶縁
することができる。
【０１１６】
　この時、複数の第１導電性配線（ＣＷ１）それぞれは、図３及び図６に示すように、第
１、第２太陽電池との間に配置されたインターコネクタ（ＩＣ）方向側の半導体基板１１
０外突出して配置されることができる。
【０１１７】
　さらに、複数の第２導電性配線（ＣＷ２）は、複数の太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）のそれぞ
れに備えられた複数の第２電極（Ｃ１４２）に重畳されて、導電性接着剤（ＣＡ）を介し
て接続され、絶縁性材質の絶縁層（ＩＬ）により複数の第１電極（Ｃ１４１）と絶縁する
ことができる。
【０１１８】
　この時、複数の第２導電性配線（ＣＷ２）のそれぞれは、図３及び図６に示すように、
第1、第２太陽電池との間に配置されたインターコネクタ（ＩＣ）方向側の半導体基板１
１０外突出して配置されることができる。
【０１１９】
　ここで、導電性接着剤（ＣＡ）は、スズ（Ｓｎ）またはスズ（Ｓｎ）を含む合金を含む
金属材質で形成することができる。併せて、このような導電性接着剤（ＣＡ）は、スズ（
Ｓｎ）またはスズ（Ｓｎ）を含む合金を含むはんだペースト（solder paste）、エポキシ
にスズ（Ｓｎ）またはスズ（Ｓｎ）を含む合金が含まれたエポキシはんだペースト（epox
y solder paste）または導電性ペースト（Conductive psate）の内、いずれか１つの形で
形成することができる。
【０１２０】
　一例として、導電性接着剤（ＣＡ）がはんだペーストの形で適用された場合、はんだペ
ーストには、Ｓｎ、ＳｎＢｉ、ＳｎＩｎ、ＳｎＡｇＣｕ、ＳｎＰｂ、ＳｎＢｉＣｕＣｏ、
ＳｎＢｉＡｇ、ＳｎＰｂＡｇまたはＳｎＡｇの内、少なくとも１つの金属材質を含むする
ことができ、導電性接着剤（ＣＡ）がエポキシはんだペーストの形で適用された場合、エ
ポキシ樹脂内にＳｎ、ＳｎＢｉ、ＳｎＩｎ、ＳｎＡｇＣｕ、ＳｎＰｂ、ＳｎＢｉＣｕＣｏ
、ＳｎＢｉＡｇ、ＳｎＰｂＡｇまたはＳｎＡｇの内、少なくとも１つの金属材質を含んで
形成することができる。
【０１２１】
　さらに、導電性接着剤（ＣＡ）が導電性ペーストの形で適用された場合、エポキシのよ
うな樹脂内にＳｎ、ＳｎＢｉ、Ａｇ、ＡｇＩｎまたはＡｇＣｕのうちの少なくとも１つの
金属材質を含んで形成することができる。
【０１２２】
　ここで、絶縁層（ＩＬ）は、絶縁性材質であればどのようなものでもかまわず、一例と
して、エポキシ系の樹脂、ポリイミド、ポリエチレン、アクリル系の樹脂やシリコン系の
樹脂の内、いずれか１つの絶縁性材質が使用されることがある。
【０１２３】
　さらに、ここで、導電性接着剤（ＣＡ）は、図３の拡大図に示すように、導電性配線（
ＣＷ）と交差する部分に位置する第１電極（Ｃ１４１）または第２電極（Ｃ１４２）の背
面の上にのみ位置することができ、絶縁層（ＩＬ）は、導電性配線（ＣＷ）と交差する部
分に位置する第１電極（Ｃ１４１）または第２電極（Ｃ１４２）の背面上だけでなく、周
囲の半導体基板１１０の背面上にも一緒に配置することができる。
【０１２４】
　このような位置に導電性接着剤（ＣＡ）と絶縁層（ＩＬ）が形成されるようすることで
、所望しない電極と導電性配線（ＣＷ）との間の短絡をさらに効果的に防止することがで



(15) JP 6367284 B2 2018.8.1

10

20

30

40

50

きる。
【０１２５】
　このように、各太陽電池の背面に接続された複数の第１導電性配線（ＣＷ１）及び複数
の第２導電性配線（ＣＷ２）の内、各半導体基板１１０の外に突出する部分が図３及び図
６に示すように、第１、第２太陽電池（Ｃ１、Ｃ２）との間に配置されるインターコネク
タ（ＩＣ）の背面に共通に接続することができ、これにより、複数の太陽電池（Ｃ１、Ｃ
２）が第２方向（ｙ）に直列接続された１つのストリングで形成することができる。
【０１２６】
　このような構造を有する太陽電池モジュールは、複数個の太陽電池の内、第１、第２導
電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）と、第１、第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）との間に接続不
良が発生した太陽電池がある場合、インターコネクタ（ＩＣ）と、複数の第１、第２導電
性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）との間の接続を解除して、その太陽電池だけを、さらに容易に
交換することができる。
【０１２７】
　以下では、前述した絶縁性接着部（ＡＴ）が半導体基板１１０の背面に接着された構造
についてさらに具体的に説明する。
【０１２８】
　図７～図９は、図３及び図６で説明した絶縁性接着部（ＡＴ）の構造について、さらに
具体的に説明するための図である。
【０１２９】
　ここで、図７は、図３で絶縁性接着部（ＡＴ）が接着された太陽電池モジュールの背面
を拡大して示したものであり、図８の（ａ）は、ラミネーション段階の以前に、図７のＡ
－Ａラインに沿った第２方向断面を拡大して示したものであり、図８の（ｂ）は、ラミネ
ーション段階の以後に最終の太陽電池モジュールにおいて図７のＡ－Ａラインに沿った第
２方向の断面を拡大して示したものである。
【０１３０】
　さらに、図９の（ａ）は、ラミネーション段階の以前に、図７のＢ－Ｂラインに沿った
第１方向（ｘ）の断面を拡大して示したものであり、図９の（ｂ）は、ラミネーション段
階の以後に最終の太陽電池モジュールから図７のＢ－Ｂラインに沿った第１方向（ｘ）の
断面を拡大して示したものである。
【０１３１】
　以下の図７～図９は、先の、図３～図６で説明した内容と重複する内容については省略
し、説明されていない部分を中心に説明する。
【０１３２】
　図７に示すように、絶縁性接着部（ＡＴ）は、導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）が配置さ
れた半導体基板１１０の背面の内、少なくとも一部分に第１方向（ｘ）に長く配置されて
、導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）のそれぞれを、半導体基板１１０と、第１、第２電極（
Ｃ１４１、Ｃ１４２）に固定させることができる。
【０１３３】
　このような絶縁性接着部（ＡＴ）は、絶縁性接着部（ＡＴ）の接着力をさらに大きくす
るために、図７に示すように、絶縁性接着部（ＡＴ）の第２方向の幅（ＷＹＡＴ）を互い
に直接隣接した二つの導電性配線間の間隔（ＷＤＣＷ）より大きく、導電性配線（ＣＷ）
との間の間隔（ＷＤＣＷ）の５倍より小さくすることができる。
【０１３４】
　さらに具体的には、絶縁性接着部（ＡＴ）の第２方向（ｙ）への幅（ＷＹＡＴ）は、導
電性配線（ＣＷ）を固定させるための絶縁性接着部（ＡＴ）の物理的な接着強度を考慮し
て、一例として、２．５ｍｍ～３０ｍｍの間で形成されることがあり、好ましくは５ｍｍ
～１５ｍｍの間で形成されることができる。
【０１３５】
　さらに、図３においでは、絶縁性接着部（ＡＴ）の第１方向（ｘ）への長さは、半導体
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基板１１０の第１方向（ｘ）への長さより少し短いことで示したが、実質的に同一するこ
とができる。
【０１３６】
　したがって、絶縁性接着部（ＡＴ）の第１方向（ｘ）への長さは、半導体基板の大きさ
に応じて変更されることがあり、一例として、半導体基板１１０のサイズが６インチの場
合、絶縁性接着部（ＡＴ）の第１方向（ｘ）への長さは１５６ｍｍ～１６２ｍｍの間で形
成されることができる。
【０１３７】
　したがって、１つの絶縁性接着部（ＡＴ）に第１方向（ｘ）に長く伸びている複数の第
１、第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）が重畳することができる。
【０１３８】
　このような絶縁性接着部（ＡＴ）は、ベースフィルム（ＢＦ）の表面に接着剤（ＩＡ）
が形成された絶縁性テープ形態で有り得る。
【０１３９】
　ここで、ベースフィルム（ＢＦ）は、複数の太陽電池をモジュール化させるラミネーシ
ョン工程の温度より低く、ラミネーション工程中に溶けることができる。このため、ベー
スフィルム（ＢＦ）は、ラミネーション工程中に溶けることができるポリオレフィン（po
lyolefin）材質を含むことができる。
【０１４０】
　ここで、ラミネーション工程中にベースフィルム（ＢＦ）が溶けるという意味は完全に
燃焼されるのではなく、粘性を有するペースト状態のように柔らかくなることを意味する
。
【０１４１】
　このようなベースフィルム（ＢＦ）の融点は、一例として、１６０℃～１７０℃の間の
いずれか１つの温度より低いことができる。
【０１４２】
　さらに、絶縁性接着部（ＡＴ）の接着剤（ＩＡ）は、アクリル、シリコンまたはエポキ
シの内、少なくともいずれか１つを含むことができる。このような接着剤（ＩＡ）もラミ
ネーション工程中に溶けることができる。
【０１４３】
　したがって、絶縁性接着部（ＡＴ）を複数の太陽電池をモジュール化させるラミネーシ
ョン工程の以前に、導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）を半導体基板１１０の背面に接着させ
たとき、図８の（ａ）及び図９の（ａ）に示すように、絶縁性接着部（ＡＴ）は、半導体
基板１１０の背面上に配置された複数の導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）の背面、導電性配
線（ＣＷ１、ＣＷ２）との間に露出される半導体基板１１０の背面及び第１、第２電極（
Ｃ１４１、Ｃ１４２）の背面に接着することができる。
【０１４４】
　このように、絶縁性接着部（ＡＴ）を用いて、導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）を半導体
基板１１０の背面に接着させた状態で、１６０℃～１７０℃の間、熱と圧力を伴うラミネ
ーション工程が実行されると、図８の（ｂ）及び図９の（ｂ）に示すように、絶縁性接着
部（ＡＴ）のベースフィルム（ＢＦ）と接着剤（ＩＡ）は溶け、導電性配線（ＣＷ１、Ｃ
Ｗ２）の側面と導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）と絶縁層（ＩＬ）との間のスペース及び導
電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）と半導体基板１１０の背面との間のスペースに満たされて、
以降、このように満たされた状態で乾燥され、硬化することができる。
【０１４５】
　これにより、ラミネーション工程が行われた後、最終の太陽電池モジュールでは、図８
の（ｂ）及び図９の（ｂ）に示すように、絶縁性接着部（ＡＴ）が導電性配線（ＣＷ１、
ＣＷ２）の側面と導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）と絶縁層（ＩＬ）との間のスペースまで
密着して接着することができる。
【０１４６】
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　これにより、本発明に係る太陽電池モジュールは、導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）の側
面及び周辺にエアトラップが発生することを最小化することができ、これにより、導電性
配線（ＣＷ１、ＣＷ２）が今後湿気によって腐食されることを防止することができる。
【０１４７】
　さらに具体的に説明すると、図９の（ａ）に示すように、絶縁性接着部（ＡＴ）を半導
体基板１１０の背面に接着すると、導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）の厚さによる段差によ
り、導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）の側面と絶縁性接着部（ＡＴ）と半導体基板１１０の
背面によって空きスペース（ＥＳ）が形成されることができる。
【０１４８】
　このような空きスペース（ＥＳ）には、太陽電池モジュールの製造工程の中で空気が自
然に満たすことができる。もし、太陽電池モジュールが完成した最終の構造でも、空きス
ペース（ＥＳ）が除去されず、そのまま維持される場合、空きスペース（ＥＳ）には、空
気が閉じ込められている状態で、密閉されて、エアトラップ（air trap）が形成されるこ
とができる。
【０１４９】
　したがって、今後屋外スペースで太陽電池モジュールが使用されるとき、外部の天気環
境により、エアトラップ（air trap）に水分が含有されることがあり、導電性配線（ＣＷ
１、ＣＷ２）を腐食させ、導電性配線（ＣＷ１、ＣＷ２）の抵抗が高くなることがある。
【０１５０】
　しかし、本発明では、前述したように、ラミネーション工程で溶けうる材質を絶縁性接
着部（ＡＴ）に使用することにより、絶縁性接着部（ＡＴ）が溶けて導電性配線（ＣＷ１
、ＣＷ２）の側面と絶縁性接着部（ＡＴ）と半導体基板１１０の背面によって形成される
空きスペース（ＥＳ）まで満たされて接着され、前述したようなエアトラップ（air trap
）が形成されることを防止し、それに応じて、太陽電池モジュールの効率の低下を防止す
ることができる。
【０１５１】
　さらに、本発明においては、ラミネーション工程で溶けうる絶縁性接着部（ＡＴ）の材
質としてポリオレフィンを一例として説明したが、必ずしもこれに限定されるものではな
く、１６０℃～１７０℃の間の内、いずれか１つの温度で行われるラミネーション工程で
溶けうる絶縁性材質であれば、どのような材質でも絶縁性接着部（ＡＴ）の材質として使
用することができる。
【０１５２】
　さらに、このような絶縁性接着部（ＡＴ）は、透明なこともあるが、白や黒色で有り得
る。
【０１５３】
　以下では、このような太陽電池モジュールを製造する方法の一例について説明する。
【０１５４】
　図１０～図１３は、本発明の一例に係る太陽電池モジュールの製造方法を説明するため
の図である。以下では、図１０と共に前述した図７～図９を参照して、本発明の一例に係
る太陽電池モジュールの製造方法について説明する。
【０１５５】
　図１０に示すように、本発明に係る太陽電池モジュールの製造方法は、導電性接着剤塗
布段階（Ｓ１）、導電性配線の配置段階（Ｓ２）、絶縁性接着部の接着段階（Ｓ３）とラ
ミネーション段階（Ｓ４）を含む。
【０１５６】
　ここで、導電性接着剤塗布段階（Ｓ１）を実行する前に、まず、図４及び図５に示すよ
うに、半導体基板１１０の表面に第１方向（ｘ）に長く形成され、別の極性を有する第１
電極（Ｃ１４１）と第２電極（Ｃ１４２）が備えられた太陽電池を用意する。
【０１５７】
　ここで、太陽電池は、第１電極（Ｃ１４１）と第２電極（Ｃ１４２）のすべてが半導体
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基板１１０の背面に備えられた背面コンタクト太陽電池で有り得る。しかし、これに必ず
しも限定されるものではなく、太陽電池は、第１電極（Ｃ１４１）が半導体基板１１０の
前面に、第２電極（Ｃ１４２）が半導体基板１１０の背面に備えられたコンベンショナル
太陽電池も適用することができる。
【０１５８】
　以下では、背面コンタクト太陽電池を一例として説明する。
【０１５９】
　前述したように、背面コンタクト太陽電池を準備した後、導電性接着剤塗布段階（Ｓ１
）は、第１電極（Ｃ１４１）と第２電極（Ｃ１４２）のそれぞれの一部分の上に導電性接
着剤（ＣＡ）を塗布することができる。
【０１６０】
　ここで、導電性接着剤（ＣＡ）が塗布される第１、第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）の
それぞれの一部分は、導電性配線（ＣＷ）と、第１、第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）の
それぞれが交差する部分で有り得る。
【０１６１】
　さらに、導電性配線（ＣＷ）の内、第１電極（Ｃ１４１）や第２電極（Ｃ１４２）と絶
縁が必要な部分には、絶縁層（ＩＬ）がさらに形成することができる。
【０１６２】
　したがって、図７～図９に示すように、半導体基板１１０の背面の内、第１電極（Ｃ１
４１）と第１導電性配線（ＣＷ１）が交差する部分と第２電極（Ｃ１４２）と第２導電性
配線（ＣＷ２）が交差する部分には、導電性接着剤（ＣＡ）が塗布されて乾燥することが
できる。
【０１６３】
　さらに、図７～図９に示すように、第１電極（Ｃ１４１）と第２導電性配線（ＣＷ２）
が交差する部分と第２電極（Ｃ１４２）と第１導電性配線（ＣＷ１）が交差する部分には
、絶縁層（ＩＬ）が硬化されて形成されることができる。
【０１６４】
　さらに、ここで、絶縁層（ＩＬ）の厚さは、図８及び図９に示すように、導電性接着剤
（ＣＡ）と導電性配線（ＣＷ）の接続力をさらに確実に確保するために、導電性接着剤（
ＣＡ）の厚さより低く形成することができる。
【０１６５】
　以降、導電性配線の段階（Ｓ２）では、図７～図９に示すように、第１、第２電極（Ｃ
１４１、Ｃ１４２）の導電性接着剤（ＣＡ）が塗布された一部分と重畳されるよう第１方
向（ｘ）と交差する第２方向（ｙ）に長く導電性配線（ＣＷ）を配置することができる。
【０１６６】
　一例として、導電性配線（ＣＷ）は、すべてが半導体基板１１０の背面上に配置するこ
とができる。
【０１６７】
　これにより、第１、第２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）の上に形成された導電性接着剤（
ＣＡ）と絶縁層（ＩＬ）と導電性配線（ＣＷ）の配置構造は、図３で説明したように、形
成されることができる。
【０１６８】
　この時、導電性接着剤（ＣＡ）と絶縁層（ＩＬ）は、既に乾燥した、又は硬化した状態
であるから、導電性配線（ＣＷ）は、半導体基板１１０の背面に接着されない状態で有り
得る。
【０１６９】
　したがって、工程の容易さのために、絶縁性接着部の接着段階（Ｓ３）では、図７、図
８の（ａ）及び図９の（ａ）に示すように、半導体基板１１０の背面の一部分とその上に
配置された導電性配線（ＣＷ）の一部分の上に第１方向（ｘ）に長く絶縁性接着部（ＡＴ
）を接着させることができる。
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【０１７０】
　これにより、絶縁性接着部（ＡＴ）は、半導体基板１１０の背面に配置された導電性配
線（ＣＷ）を半導体基板１１０の背面の表面に固定させることができる。
【０１７１】
　ここで、絶縁性接着部（ＡＴ）の融点は、ラミネーション段階（Ｓ４）の温度より低く
することができる。さらに具体的には、図８の（ａ）及び図９の（ａ）に示すように、絶
縁性接着部（ＡＴ）は、ベースフィルム（ＢＦ）の表面に接着剤（ＩＡ）が形成された絶
縁性テープ形態で有り得るが、ここで、ベースフィルム（ＢＦ）と接着剤（ＩＡ）の融点
は、ラミネーション段階（Ｓ４）の温度より低い材質を使用することができる。
【０１７２】
　一例として、ラミネーション段階（Ｓ４）の工程の温度が１６０℃～１７０℃の間のい
ずれか１つの温度で実行される場合であれば、ベースフィルム（ＢＦ）と接着剤（ＩＡ）
の融点は１６０℃～１７０℃の間のいずれか１つの温度より低くすることができる。
【０１７３】
　ここで、ベースフィルム（ＢＦ）は、ラミネーション段階（Ｓ４）の工程温度より低い
ポリオレフィン（polyolefin）材質を含むことができ、接着剤（ＩＡ）は、ラミネーショ
ン段階（Ｓ４）の工程温度より低いアクリル、シリコンまたはエポキシの内、少なくとも
いずれか１つを含むことができる。
【０１７４】
　このように、絶縁性接着部（ＡＴ）により、導電性配線（ＣＷ）を各太陽電池の半導体
基板１１０の背面に固定された後、各太陽電池は、前面ガラス基板１０上に配置すること
ができる。
【０１７５】
　さらに具体的には、前面ガラス基板１０上に前面充填材２０が配置された状態で、イン
ターコネクタ（ＩＣ）が充填材２０上に配置することができる。
【０１７６】
　以降、絶縁性接着部（ＡＴ）が付着された太陽電池が充填材２０上に配置することがで
きる。
【０１７７】
　この時、絶縁性接着部（ＡＴ）が付着された半導体基板１１０の背面が上方向の向きと
し、半導体基板１１０の前面が前面充填材２０と接触することができる。
【０１７８】
　さらに、各太陽電池に固定された導電性配線（ＣＷ）の先端は、インターコネクタ（Ｉ
Ｃ）と重畳することができる。
【０１７９】
　以降、図１２に示すように、絶縁性接着部（ＡＴ）が付着された半導体基板１１０の背
面上に背面充填材３０と背面基板４０を順次に配置することができる。
【０１８０】
　このように、前面ガラス基板１０と背面基板４０との間に複数の太陽電池が配置された
状態で、熱と圧力を伴うラミネーション段階（Ｓ４）が実行されることができる。
【０１８１】
　このようなラミネーション段階（Ｓ４）の温度は、１６０℃～１７０℃の間の内、いず
れか１つの温度で行うことができる。一例として、ラミネーション段階（Ｓ４）の温度は
、１６５℃で行うことができる。
【０１８２】
　したがって、ラミネーション段階（Ｓ４）で、図１３に示すように、絶縁性接着部（Ａ
Ｔ）は、ラミネーション段階（Ｓ４）の熱処理工程により粘性を有するペースト状態のよ
うに軟化された状態で、導電性配線（ＣＷ）の一部分から導電性配線（ＣＷ）の側面まで
拡張することができる。
【０１８３】
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　さらに、これに加えて、図８の（ｂ）及び図９の（ｂ）に示すように、ラミネーション
段階（Ｓ４）で絶縁性接着部（ＡＴ）は、軟化された状態で、導電性配線（ＣＷ）と第１
、２電極（Ｃ１４１、Ｃ１４２）との間の空きスペース（ＥＳ）[または導電性配線（Ｃ
Ｗ）と絶縁層（ＩＬ）との間の空きスペース（ＥＳ）]まで拡張することができる。この
ように、絶縁性接着部（ＡＴ）が拡張された状態で硬化することもある。
【０１８４】
　また、このようなラミネーション段階（Ｓ４）で、シート状の背面充填材３０も一緒に
軟化され、絶縁性接着部（ＡＴ）と背面充填材３０との間の空きスペースを満たすことが
できる。
【０１８５】
　これにより、ラミネーション段階（Ｓ４）で絶縁性接着部（ＡＴ）と背面充填材３０が
完全に密着して、互いに物理的に接触することができる。
【０１８６】
　さらに、このようなラミネーション段階（Ｓ４）で導電性接着剤（ＣＡ）も軟化された
状態で、導電性配線（ＣＷ）に接続することができる。しかし、これは必ずしも必要不可
欠なものではなく、導電性配線の段階（Ｓ２）の以後、絶縁性接着部の接着段階（Ｓ３）
の以前に、導電性接着剤（ＣＡ）に熱処理工程を実行して、導電性接着剤（ＣＡ）を導電
性配線（ＣＷ）に接続させることも可能である。
【０１８７】
　このように、本発明に係る太陽電池の製造工程は、導電性配線（ＣＷ）を半導体基板１
１０の背面上に配置された状態で、絶縁性接着部（ＡＴ）に導電性配線（ＣＷ）を半導体
基板１１０の背面に固定させるので、ラミネーション段階（Ｓ４）をさらに容易に行うこ
とができる。
【０１８８】
　さらに、また、本発明は、ラミネーション段階（Ｓ４）で、絶縁性接着部（ＡＴ）が軟
化されて、導電性配線（ＣＷ）と、第１、第２電極との間の空きスペース（ＥＳ）または
導電性配線（ＣＷ）と半導体基板１１０との間の空きスペース（ＥＳ）に満たされた状態
で硬化されるようにすることで、完成した太陽電池モジュールにエアトラップ（Air trap
）が発生することを最小化することができ、これにより、導電性配線（ＣＷ）が後日湿気
によって腐食されることを防止することができる。
【０１８９】
　このようなラミネーション段階（Ｓ４）で、各太陽電池に固定された導電性配線（ＣＷ
）とインターコネクタ（ＩＣ）が互いに電気的に接続することができる。しかし、必ずし
もこれに限定されるものではなく、絶縁性接着部（ＡＴ）が導電性配線（ＣＷ）を半導体
基板１１０の背面に固定させた後で、ラミネーション段階（Ｓ４）の前に、別の熱処理工
程を介して、各太陽電池に固定された導電性配線（ＣＷ）とインターコネクタ（ＩＣ）を
相互に電気的に接続することも可能である。
【０１９０】
　さらに、本発明の一例に係る太陽電池モジュールの製造方法では、背面コンタクト太陽
電池が適用される場合を一例として説明したが、コンベンショナル太陽電池でも適用する
ことができる。
【０１９１】
　ただし、コンベンショナル太陽電池に適用される場合、導電性接着剤塗布段階（Ｓ１）
で、絶縁層（ＩＬ）の形成工程は省略することができ、導電性配線の段階（Ｓ２）では、
導電性配線（ＣＷ）の一部分は、半導体基板１１０の前面上に配置され、残りの一部分は
、隣接する他の太陽電池の半導体基板１１０の背面上に配置することができる。
【０１９２】
　以外の他の部分は、前述した背面コンタクト太陽電池が適用される場合と同じで有り得
る。以上で、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲は
これに限定されるものではなく、次の請求の範囲で定義している本発明の基本的な概念を
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利用した当業者の様々な変形及び改良形態もまた本発明の権利範囲に属するものである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(23) JP 6367284 B2 2018.8.1

【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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